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◎松山市中小企業等実態調査の実施 

→ 「松山市中小企業振興基本条例」を策定するにあたり、その基礎資料とするため、市内３，５００社を対象に中小企業者からの多様

な意見や要望等に関する実態調査を実施。 

※調査結果は、別添報告書。 

◎松山市中小企業振興基本条例策定検討委員会の設置 

→ 本市の中小企業振興の展望を総合的かつ戦略的に示す指針が必要。市の取組姿勢等を明確にする理念条例を制定。 

・平成２５年５月に関係機関等からなる検討委員会を設置。 

・計５回の検討委員会において意見聴取を行い、条例の骨子案を策定。 

・１０月にパブリックコメントを実施。 

・３月議会を経て平成２６年４月１日より施行。 
 

◎中小企業を支援する実施機関・拠点の整備に向けた実証実験事業の開始 

→ 創業予定者・経営者向けの相談支援拠点を開設（９月に「まつやま経営交流プラザ」を開設） ※施設概要は、別添パンフレット。 

◎中小企業振興円卓会議の設置（条例第１３条に規定） 

→ 支援機関等による市の外部組織を立ち上げ、条例に定める事項等を調査、検証し、効果的な施策等について、市に対し意見

を行い、また、中小企業振興計画の評価や条例に規定する事項等について推進を行う。 

★専門部会の活動内容（活動テーマ、目標、メンバーの構成等）の検討 

★２８年度以降における次期中小企業の支援拠点の検討 

★中小企業振興計画の策定作業に協力。（２６年度～２７年度） 
 

◎松山市中小企業振興計画の策定作業開始（条例第１２条に規定）  

→ 条例に定める基本方針を具体化し施策を展開。 

★中小企業実態調査の実施。 

★中小企業支援の基本施策（案）の策定。 

※策定にあたっては、円卓会議のメンバー等で構成する以下のワーキング部会（３ワーキング部会予定）を設置し、意見を聴取。 

①創業・基盤強化ＷＧ部会 

②人材育成ＷＧ部会 

③受注・販路拡大ＷＧ部会 
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松山市の中小企業振興対策事業スケジュール 
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◎中小企業振興円卓会議 

★専門部会の活動内容（活動テーマ、目標、メンバー構成等）及び条例・計画の推進体制、計画の評価手法の検討 

★２８年度以降における次期中小企業の支援拠点の検討 

★中小企業振興計画の策定作業に協力。（２６年度～２７年度） 
 

◎松山市中小企業振興計画の策定 

★内部の関係各課等による計画の策定検討委員会を設置し、計画（案）を策定。 

★松山市中小企業振興計画（案）について、円卓会議やパブリックコメントにより意見聴取し、計画を策定。 

★松山市中小企業振興計画の周知。 
 

◎プラザの次期支援施設の実施に向けた準備 
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◎中小企業振興円卓会議 

★条例・計画の推進活動 

★計画評価等 
 

◎中小企業振興計画に基づいて施策を実施（５年間計画）※必要に応じ見直しあり。 
 

◎プラザの次期支援施設の運用開始 
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【中小企業振興の必要性】 

市内事業所のほとんどを占める中小企業は、地域社会の主たる構成員であり、市民生活を支える極めて重要な存在、中小企業を支援していくことが経済振興の要。 

今後５年間を目途に、以下の事業に段階的に取り組んでいくことにより中小企業の支援体制を構築していく。 

①中小企業の振興施策を行政の柱とするとともに、その在り方を総合的かつ戦略的に示すため、「松山市中小企業振興基本条例」を制定。 

②条例の推進機関（円卓会議）の設置。 

③条例に基づく、中小企業振興計画の策定。 

④中小企業を支援する実施機関・拠点の整備。 

⑤条例や計画に基づく、各種支援事業の実施。 
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